
低レベル放射性廃棄物の表面線量当量率データの誤りについて

廃棄物発生から埋設までの概略フロー

発電所で発生した廃棄物
低レベル放射性廃棄物

輸送 埋設

埋設に係る廃棄体の検査概略フロー及び手続き

放射能
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表面線量当量率
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セメント、アスファルトを用いて

ドラム缶内に均質（均一）に固型

化したもの

＜液体廃棄物＞

〔均質固化体〕 埋設に係る技術基準に適合していることを検査

発電所より低レベル放射性廃棄物埋設センターに輸送し埋設処分
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コンテナに収納

※１：表面線量当量率等のデータを提出

※２：「核燃料物質又は核燃料物質によって汚染さ

れた物の廃棄物埋設の事業に関する規則」に

よる「廃棄物埋設に関する確認の申請」

低レベル
放射性廃棄物

敦賀発電所

線量当量率の演算プログラムの一部誤りにより、表面線量当量率が最大

で１％程度の過小評価となった。

表面線量当量率データの訂正が必要となる廃棄体数（年度別）

搬出年度 敦賀発電所の廃棄体搬出本数

訂正が必要となる廃棄体

（０． ５mSv/h以下であった廃棄体のうち、
０．５mSv/hを超えると評価された廃棄体※）

平成５年度 １，３０４本 １，３０４（１）本

平成６年度 １，２８０本 １７３（１）本

平成７年度 ６４０本 １０２（０）本

平成８年度 ３２０本 ４５（０）本

平成 10年度 １，０９６本 ２０２（３）本

平成 15年度 １，１１２本 ２２６（１）本

平成 17年度 ２９６本 ６２（０）本

合　　計 ６，０４８本 ２，１１４（６）本

　※：埋設規則・告示に定める基準によれば、表面線量当量率の区分を示す標識（色帯）を付ける必要があったと評価(６本)されるが、廃棄物埋設施設

は表面線量当量率が１０mSv/hの廃棄体を取り扱えるように設計され、また、埋設設備の上面及び北面に２mSv/hを超える廃棄体を定置しない

ように管理されていることから、白帯の貼付レベル（０．５mSv/hを超え２mSv/h以下）であれば保安上の影響はない。また、0.5ｍSv/h付近

の廃棄体を取り扱う場合においても作業員の放射線管理上、2ｍSv/h との差異はない。したがって、今回の表面線量当量率データの誤りによる

保安上の影響はない。
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